
監委第７４号 

令和７年９月５日 

 

 

岐阜県知事  江 崎  禎 英 様 

 

 

  岐阜県監査委員   澄 川    寿 之    

  岐阜県監査委員   安 井      忠    

岐阜県監査委員   鈴 木   祥 一    

  岐阜県監査委員  安 田   典 子    

  岐阜県監査委員   飯 沼    敦 朗    

 

 

 

令和６年度岐阜県内部統制評価報告書の審査について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 150 条第５項の規定により審査を

求められた令和６年度岐阜県内部統制評価報告書について審査した結果、 

その意見を次のとおり提出します。 
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岐阜県内部統制評価報告書審査意見書 

 

 

 

 
 

 

岐 阜 県 監 査 委 員  



令和６年度 岐阜県内部統制評価報告書審査意見書 

 
 

第１ 審査の種類 

  地方自治法第 150条第５項の規定による同条第４項に規定する報告書の審査 

 

第２ 審査の対象  

令和６年度 岐阜県内部統制評価報告書 

 

第３ 審査の着眼点 

審査は、以下の点に主眼を置いて実施した。 

 （１）知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか 

 （２）内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われている 

    か 

 

第４ 審査の実施内容 

令和６年度岐阜県内部統制評価報告書について、岐阜県知事及び内部統制評価部局から

報告を受け、「岐阜県監査委員監査基準」に準拠し、「地方公共団体における内部統制制度

の導入・実施ガイドライン」（平成31年３月総務省）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報

告書の審査」に基づき、必要に応じて関係部局に説明を求めたほか、定期監査における結

果等を踏まえ審査を行った。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

 

第５ 審査の結果及び意見 

令和６年度岐阜県内部統制評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状

況及び運用状況、評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査、検査、そ

の他の行為によって得られた知見に基づき審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果

に係る記載は相当である。 

なお、上記の審査結果に影響するものではないが、各所属から提出される業務レベルの

内部統制における自己評価について、パソコン等の毀損等、把握すべき不備の記載漏れが

散見された。また、昨年度と同様の不備項目を繰り返し発生させている所属も複数認めら

れた。さらに、不備として財務に関する事務処理の誤りも散見されており、その中には重

大な不備につながりかねないものも認められた。 

内部統制が適正に整備・運用されるためには、職員一人ひとりが、内部統制のリスク項

目の内容について、十分に理解して日々の業務に取り組むとともに、内部統制推進員が、

リスク対応策の適正な実践の呼びかけと必要に応じて指導・助言を行うことが重要である。 

各所属における内部統制に対するより一層の意識の向上を図るとともに、制度の更なる

充実強化に努められたい。 

 


